
地 区 総 計 表



２　地区総計表 県営・宮古島市（平良・城辺）増原地区

従   前   の   土   地 換 地 又 は 換 地 処 分 後 の 土 地
ΣＳ 　　　　　　　２９３０３２．００

区      分 用   途 筆 数 面     積 評  価  額 筆 数 面     積 評  価  額 ────×１００ ───────────── ×１００

（㎡） （円） （㎡） （円） Σ０ 　　　　　　　３３４７２５．４２

　　　　　　　　　　　　＝　８７．５４３９９３５２１６

　１　各筆換地等明細書１の 　　畑   2 1 4      3 3 1 4 7 8 4 2      1 5 5 5 2 0 4 7 6   1 0 4      2 9 3 0 3 2      1 6 1 0 9 6 2 6 3

　　（１）に掲げた土地 　原　野     4        3 2 4 7        1 5 1 9 7 4 4               　　　　　　　清　　　　算　　　　金　　　　等

                   評　価　方　式　　　標準地よりの減点方式

                   　　　　　　　　　　比例地積清算方式（従前地地積比例）

                   清　算　方　式

　（ア）－－　　　区より換地                    
      Σ Ｏ  Σ Ｓ               　　　　　　　　　　１㎡当り　　　１２．２２０２７８９３７円

　小　計   2 1 8      3 3 4 7 2 5 4 2      1 5 7 0 4 0 2 2 0   1 0 4      2 9 3 0 3 2      1 6 1 0 9 6 2 6 3
　　（特定用途用地　　　　）     1         1 0 7          4 9 6 4 8     1         1 0 7          4 9 6 4 8
　　（異種目換地　　　　　）                    徴　収　総　額　　　　　　　　　　　　３，３２０，０５３円

                   
　　（一般不換地　　　　　）     3           9 7 8           4 5 7 9               支　払　総　額　　　　　　　　　　　　３，３２０，０５３円

　　（特に減じた地積）                    　差　　引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０円

　　（創設換地見合の不換地）                                       　　１　創設換地の徴収金の支払区分

　（イ）－（創設換地に見合する

　　　　　　　　　区の不換地）                                       そ　　　徴収金総額　　　　　　　　　３８，９７４円

　　　（　　　　　　区の創設換

　　　　　地に見合する不換地）                                       　　　　支払区分

　　　　　①特に減じられた地積に相当する土地及び換地を

　　　（　　　　　　区へ換地）                                       の　　　　　　定めない土地の所有者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，５７９円

　　　計　（ア）＋（イ）を除く   2 2 2      3 3 4 8 4 2 2 0      1 5 7 0 9 4 4 4 7   1 0 5      2 9 3 1 3 9      1 6 1 1 4 5 9 1 1
　　　　　②支払清算金充当

２　各筆換地等明細書の２ 　道　路                       6 0       2 6 5 4 6 4 2          2 6 5 4 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４，３９５　円

他

　　に掲げた土地 　水　路                       1 5        5 3 3 6 8 1           5 3 3 7 　　２　換地事務費充当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０　円

（１）　法第５３条の３第１項 　雑種地                       2 4        5 7 6 3           5 7 6 3
　　　　又は法第５３条の３の

　　　　２第１項の規定により 　防風林                        3        1 1 5 6           1 1 5 6 　　　１．土地改良法第８９条の２第１１項の規定により関係

　　　　　定められた土地 　　　　　権利者に代えて土地改良区との間で上記記載の清算

施設用地                        1         1 7 1            1 7 1 徴　　　　金の額に相当する金銭の支払、徴収を行う。

収

                                      又　　　（１）支払及び徴収の時期、方法

は　　　　　　　換地処分公告の日の翌日から沖縄県知事が指

　小　計                      1 0 3       3 8 9 7 3 2 3          3 8 9 7 4 支　　　　　　　定する日までに一括して支払又は徴収する。

（２）　法第５４条の２第６項 払

　　　　及び第７項の規定によ 　道　路    4 1       1 1 8 3 6 0 8                  2 7       1 5 4 8 8               の　　２．土地改良区は、土地改良法第８９条の２第１２項及

　　　　る土地 方　　　　び第１３項の規定により関係権利者を対象に清算金

　水　路    1 3        2 2 5 2                   5        1 5 0 1               法　　　　の徴収、支払を行う。

・

　小　計    5 4       1 4 0 8 8 0 8                  3 2       1 6 9 8 9               時　　　（１）支払又は徴収の場所

期

　　　　　　　計    5 4       1 4 0 8 8 0 8                 1 3 5       5 5 9 6 2 2 3          3 8 9 7 4 　　　　（２）支払又は徴収の時期、方法

　　　　　　　　換地処分公告の日の翌日から土地改良区が定

　合計　（１＋２）   2 7 6      3 4 8 9 3 0 2 8      1 5 7 0 9 4 4 4 7   2 4 0      3 4 9 1 0 1 2 3      1 6 1 1 8 4 8 8 5 　　　　　　　　めた日まで一括して徴収し又は支払う。

　換地清算金の徴収及び支払いに関する事務は、

沖縄県の事務処理の特例に関する条例第２条の

表43の規定により、宮古島市と関係権利者との

間で行う。

　（１）徴収又は支払いの場所

宮古島市役所 農林水産部　農村整備課

　（２）徴収又は支払いの時期

換地処分の日の翌日から宮古島市が定めた日

までに一括して徴収し支払う。


